
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
等
経
済
的
支
援
事
業
に
関
す
る
規
則 

（
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日
規
則
第
二
百
四
号
） 

 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
（
第
三
条―

第
十
一
条
） 

第
三
章 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
（
第
十
二
条―

第
十
五
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
十
六
条―
第
十
八
条
） 

附
則 

 

第
一
章 

総
則 

 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
程
（
会
規
第
九
十
四
号
）
第

四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
の
内
容
、
手
続
、
日
弁
連
ひ
ま
わ
り
基

金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）
の
収
入
、
支
出
、
管
理
等
そ
の
他
同
規
程
を
実
施
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
市
民
の
女
性
弁
護
士
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
向
上
を

図
り
、
か
つ
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
理
念
の
下
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い

う
。
）
の
女
性
弁
護
士
で
あ
る
会
員
が
、
女
性
弁
護
士
が
不
足
す
る
地
域
で
業
務
を
行
う
こ
と
を

経
済
的
に
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。 

一 

女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区 

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
地
域
（
会
長
が
細
則
で
定

め
る
日
に
お
い
て
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
） 

イ 

地
方
裁
判
所
支
部
の
管
轄
区
域
に
該
当
す
る
地
域
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
内
に
弁
護
士
登

録
を
す
る
女
性
弁
護
士
が
い
な
い
も
の 

ロ 

イ
に
準
ず
る
地
域
そ
の
他
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
の
た
め
に
特
別
な
対
策
が
必
要
と
認

め
ら
れ
る
地
域
で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
弁
護

士
会
が
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
と
し
て
指
定
し
、
本
会
が
当
該
指
定
を
承
認
し
た

も
の 

二 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士 

自
己
を
除
く
と
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
と
な
る
地
域

内
に
弁
護
士
登
録
を
す
る
女
性
弁
護
士
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
該
当
し
な
い
も
の 

イ 

公
設
事
務
所
所
属
の
弁
護
士 



ロ 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
常
勤
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士 

ハ 

弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
（
以
下
「
共
同
法
人
」
と
い

う
。
）
の
社
員
又
は
使
用
人
で
あ
る
弁
護
士
で
あ
っ
て
、
期
間
を
限
定
し
て
当
該
地
域
内
の

主
た
る
法
律
事
務
所
又
は
従
た
る
法
律
事
務
所
に
お
い
て
執
務
し
て
い
る
も
の 

ニ 

弁
護
士
職
務
基
本
規
程
（
会
規
第
七
十
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
組
織
内
弁
護
士
（
た

だ
し
、
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
） 

三 

女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
次
に
掲
げ
る

業
務
に
関
す
る
活
動
を
含
む
当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
の
市
民
の
女
性
弁
護
士

に
対
す
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
活
動
全
般 

イ 

民
事
法
律
扶
助
業
務 

ロ 

本
会
か
ら
の
委
託
に
よ
る
援
助
業
務 

ハ 

Ｄ
Ｖ
等
被
害
者
法
律
相
談
援
助
業
務 

 

第
二
章 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援 

  

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
） 

第
三
条 

本
会
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
に
な
ろ
う
と
す
る
女
性
弁
護
士
（
以
下
「
登
録
希
望
女

性
弁
護
士
」
と
い
う
。
）
、
女
性
司
法
修
習
生
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
女
性
（
以
下

「
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
女
性
弁
護
士
偏
在
解

消
対
策
地
区
内
に
お
い
て
弁
護
士
登
録
を
し
、
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動
を
始
め
る

た
め
に
必
要
な
費
用
を
支
援
す
る
た
め
、
当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
を
管
轄
区
域
と

す
る
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
弁
護
士
会
の
申
請
に
よ
り
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の

対
象
と
し
て
指
定
し
た
上
で
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
す
る
。
た

だ
し
、
弁
護
士
登
録
が
未
了
で
あ
る
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
に
対
す
る
貸
付
け
は
、
そ
の
者
が

弁
護
士
登
録
を
し
た
後
に
限
る
。 

２ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
は
、
同
一
の
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策

地
区
に
お
い
て
、
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
一
人
に
つ
き
一
回
に
限
る
。 

３ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
は
、
五
百
万
円
の
範
囲
内
で
基
金
か
ら
支
出
す
る
。 

４ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
は
、
無
利
息
と
す
る
。 

 

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
対
象
と
し
て
の
指
定
） 

第
四
条 

登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
場
合
、
前

条
第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
士
会
に
対
し
、
自
己
を
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
対
象
と

し
て
指
定
す
る
こ
と
を
本
会
に
求
め
る
申
請
を
す
る
こ
と
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ハ



ま
で
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
。 

イ 

当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
外
に
弁
護
士
登
録
を
し
て
い
る
登
録
希
望
女
性

弁
護
士 

第
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
に
、
当
該
女
性
弁
護
士

偏
在
解
消
対
策
地
区
内
に
弁
護
士
登
録
を
変
更
す
る
予
定
が
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
内
に
弁
護
士
登
録
し
て
い
る
登
録
希
望
女
性
弁

護
士
で
あ
っ
て
、
第
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

第
二
条

第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
予
定
が
具
体
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

弁
護
士
登
録
が
未
了
で
あ
る
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等 

第
二
条
第
二
号
イ
か
ら
ニ
ま

で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
せ
ず
に
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
内
に
弁
護
士
登
録
を
す

る
予
定
が
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
に
お
い
て
、
市
民
か
ら
依
頼
を
受
け
る
弁
護
士
業
務

を
将
来
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
行
う
意
思
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
に
お
い
て
、
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動

を
積
極
的
に
行
う
旨
約
し
て
い
る
こ
と
。 

四 

そ
の
他
当
該
申
出
の
趣
旨
が
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
目
的
に
適
合
し
て
い
る

こ
と
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
申
出
を
受
け
た
弁
護
士
会
は
、
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
が
前
項
各
号
に
掲

げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
と
認
め
た
場
合
、
本
会
に
対
し
、
当
該
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等

を
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
対
象
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
申
請
を
す
る
。 

３ 

本
会
は
、
前
項
の
申
請
を
受
け
た
場
合
、
当
該
申
請
に
係
る
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
を
偏
在

対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
対
象
と
し
て
指
定
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
が
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
要
件
の
い
ず
れ
か
を
欠
く
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 

本
会
は
、
弁
護
士
登
録
が
未
了
で
あ
る
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
を
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登

録
支
援
の
対
象
と
し
て
指
定
す
る
と
き
は
、
弁
護
士
登
録
を
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
付
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

本
会
は
、
弁
護
士
登
録
が
未
了
で
あ
る
者
、
弁
護
士
実
務
の
経
験
が
乏
し
い
者
そ
の
他
弁
護
士

実
務
に
つ
い
て
特
に
支
援
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
者
を
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の

対
象
と
し
て
指
定
す
る
と
き
は
、
第
二
項
の
申
請
を
し
た
弁
護
士
会
が
、
当
該
登
録
希
望
女
性
弁

護
士
等
に
対
し
、
当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
内
へ
の
弁
護
士
登
録
又
は
第
二
条
第
二

号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
（
以
下
「
弁
護
士
登
録
等
」
と

い
う
。
）
を
し
た
後
、
会
長
が
相
当
と
定
め
る
期
間
、
法
令
及
び
法
律
事
務
に
精
通
す
る
た
め
の

研
鑽
、
弁
護
技
術
の
向
上
、
弁
護
士
業
務
の
能
率
化
、
法
律
事
務
所
経
営
の
効
率
化
そ
の
他
弁
護

士
と
し
て
の
業
務
基
盤
確
立
に
つ
い
て
直
接
又
は
間
接
に
必
要
な
方
策
等
に
係
る
支
援
を
す
る



よ
う
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
及
び
第
二
項
の
申
請
は
、
い
ず
れ
も
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

（
貸
付
け
の
手
続
） 

第
五
条 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
対
象
と
し
て
指
定
さ
れ
た
登
録
希
望
女
性
弁
護
士

等
は
、
弁
護
士
登
録
等
を
予
定
す
る
年
度
の
初
日
か
ら
当
該
弁
護
士
登
録
等
を
し
た
後
六
箇
月
を

経
過
す
る
日
ま
で
に
、
前
条
第
二
項
の
申
請
を
し
た
弁
護
士
会
を
経
て
、
申
請
書
そ
の
他
本
会
が

求
め
る
書
類
を
本
会
に
提
出
し
て
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
貸
付
け
の
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る

日
ま
で
に
弁
護
士
登
録
等
を
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
上
限
金
額
の
範

囲
内
で
相
当
と
認
め
る
額
の
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
を
貸
し
付
け
る
。 

３ 

前
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
に
当
た
っ
て
は
、
貸
付
け
の
日
か
ら
七
年
以
内
の
日
を
返
済
期
限
と

し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
は
、

本
会
と
の
間
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
約
定
し
た
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

弁
護
士
登
録
等
が
未
了
の
場
合
、
貸
付
け
の
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
当
該
弁

護
士
登
録
等
を
す
る
こ
と
。 

二 

当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
に
お
い
て
、
市
民
か
ら
依
頼
を
受
け
る
弁
護
士
業
務

を
将
来
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
行
う
こ
と
。 

三 

当
該
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
に
お
い
て
、
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動

を
積
極
的
に
行
う
こ
と
。 

 

（
弁
護
士
法
人
等
を
設
立
す
る
場
合
） 

第
六
条 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
登
録
希
望
女
性
弁
護
士

等
は
、
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
会
に
そ
の

旨
を
書
面
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貸
付
け
を
受
け
た
後
に
弁
護
士
法
人
又
は
共
同

法
人
を
設
立
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
は
、
前
条
第
四
項
第
二
号
及

び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
約
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
に
規
定
す
る
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
を
設
立
し
た
女
性
弁
護
士
は
、
当
該
弁
護
士

法
人
又
は
共
同
法
人
が
解
散
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
本
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
当
該
共
同
法
人
が
種
類
の
変
更
に
よ
り
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
な
っ
た
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。 



 
（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
返
済
） 

第
七
条 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
女
性
弁
護
士
（
女
性
司
法

修
習
生
及
び
司
法
修
習
生
の
修
習
を
終
え
た
女
性
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、

返
済
計
画
を
立
て
て
、
当
該
貸
付
金
を
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
女
性
弁
護
士
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
は
、
本
会
の
請
求
に
よ
り
期
限
の
利
益
を
失
い
、
偏

在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
金
残
金
を
直
ち
に
返
済
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
が
第
三
号
又
は
第
四

号
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

一 

貸
付
け
の
日
か
ら
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
弁
護
士
登
録
等
を
し
な
か
っ
た
と
き
。 

二 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
対
象
者
と
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。 

三 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
の
目
的
に
著
し
く
反
す
る
活
動
を
行
っ
た
と
き
。 

四 

懲
戒
処
分
（
戒
告
を
除
く
。
）
を
受
け
た
と
き
。 

 

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
返
済
の
免
除
） 

第
八
条 

本
会
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
女
性
弁
護
士
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
と
き
は
、
当
該
女
性
弁
護
士
の
申
請
に
よ
り
、
経

理
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
返
済
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
経
理
委
員
会
が
理
事
会
の
承
認

を
求
め
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

弁
護
士
登
録
等
を
し
た
日
か
ら
、
貸
付
け
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
、
当
該
女
性

弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
内
で
の
弁
護
士
登
録
等
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
。 

二 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
け
る
収
入
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
場
合

（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
場
合
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
弁
護
士
法
人
又

は
共
同
法
人
の
収
入
を
含
む
。
）
か
ら
会
長
が
相
当
と
認
め
る
経
費
を
控
除
し
た
額
が
偏
在
対

応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
を
返
済
す
る
に
足
り
る
額
に
満
た
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。 

三 

第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
女
性
弁
護
士
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

届
出
を
し
た
場
合
は
、
当
該
女
性
弁
護
士
及
び
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
た
こ
と
。 

四 

当
該
女
性
弁
護
士
に
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
貸
付
け
の
目
的
に
照
ら
し

て
、
貸
付
金
の
返
済
を
免
除
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
と
認
め
る
べ
き
特
段
の
事
情
が
な
い
こ

と
。 

２ 

本
会
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
女
性
弁
護
士
が
前
項

の
規
定
に
よ
る
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
返
済

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
る
も
の
と
認



め
ら
れ
、
か
つ
、
当
該
女
性
弁
護
士
の
業
務
及
び
会
計
の
状
況
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届

出
を
し
た
場
合
は
、
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
の
状
況
を
含
む
。
）
に
鑑
み
、
返
済
を
猶
予
し
、

又
は
免
除
す
べ
き
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
女
性
弁
護
士
の
申
請
に
よ
り
、

理
事
会
の
承
認
を
得
て
、
そ
の
返
済
を
猶
予
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
済
を
免
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
申
請
は
、
第
一
項
の
申
請
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
こ
と
を
、
前
項
の
申
請
に
あ
っ
て
は
同
項
の
や
む
を
得
な
い
事
情
及
び
特
段
の
事
情
が
あ

る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
証
明
す
る
資
料
を
添
付
し
て
、
本
会
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

第
九
条 

本
会
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
女
性
弁
護
士
に

対
し
、
当
該
女
性
弁
護
士
の
業
務
の
状
況
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
場
合
は
、

弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
の
業
務
の
状
況
を
含
む
。
）
を
勘
案
し
て
、
そ
の
財
務
の
状
況
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
女
性
弁
護
士
の
申
請
に
よ
り
、
経
理
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
一
回
の
申
請
に

つ
き
百
万
円
を
上
限
と
し
て
そ
の
返
済
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
は
、
本
会
に
対
し
、
弁
護
士
登
録
等
を
し
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
、

そ
の
経
過
し
た
日
か
ら
六
箇
月
以
内
に
、
当
該
一
年
間
の
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動

の
状
況
を
報
告
し
て
、
百
万
円
の
範
囲
内
で
、
本
会
が
求
め
る
書
面
を
添
付
し
て
、
書
面
に
よ
り
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

第
一
項
の
申
請
は
、
弁
護
士
登
録
等
を
し
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
に
、
貸
付
け
を
受

け
た
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
に
つ
い
て
、
三
回
に
限
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
に
伴
う
報
告
義
務
） 

第
十
条 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
女
性
弁
護
士
は
、
そ
の
全

額
に
つ
い
て
返
済
し
、
又
は
免
除
を
受
け
る
ま
で
の
間
、
毎
年
一
回
、
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に

資
す
る
活
動
の
状
況
そ
の
他
本
会
が
求
め
る
事
項
（
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
場

合
は
、
当
該
届
出
に
係
る
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）
を
、
本
会
に

対
し
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
会
が
特
に
報
告
を
求
め
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
に
対
す
る
技
術
的
支
援
） 

第
十
一
条 

本
会
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
業

務
を
支
援
す
る
弁
護
士
（
以
下
「
支
援
弁
護
士
」
と
い
う
。
）
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

支
援
弁
護
士
の
人
数
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
一
人
に
つ
き
、
二
名
以
内
と
す
る
。 

３ 

支
援
弁
護
士
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

４ 

支
援
弁
護
士
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
に
対
し
、
法
律
事
務
所
の
設
置
、
運
営
、
業
務
及
び

会
計
等
に
関
す
る
支
援
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。 

５ 

本
会
は
、
支
援
弁
護
士
の
活
動
に
係
る
次
に
掲
げ
る
費
用
を
基
金
か
ら
支
出
す
る
こ
と
が
で
き



る
。 

一 
支
援
弁
護
士
が
任
務
を
行
う
に
当
た
り
支
出
し
た
交
通
費
、
宿
泊
費
及
び
会
議
に
要
す
る
会

場
使
用
料 

二 

そ
の
他
会
長
が
支
援
弁
護
士
選
任
の
目
的
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
と
認
め
た
特
段
の
費
用 

６ 

支
援
弁
護
士
が
本
会
に
対
し
、
前
項
の
費
用
の
支
出
を
求
め
る
と
き
は
、
費
用
の
支
出
の
根
拠

と
な
る
活
動
を
記
載
し
た
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
章 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援 

  

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
給
付
） 

第
十
二
条 

本
会
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
を
採
用
（
雇
用
の
ほ
か
賃
金
の
支
給
又
は
所
得
の
保

障
を
し
な
い
で
事
務
所
を
共
に
さ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
弁
護
士
、
弁
護
士
法

人
又
は
共
同
法
人
（
以
下
「
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
」
と
総
称
す
る
。
）
に
対
し
、

そ
の
申
請
に
よ
り
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
を
給
付
す
る
。 

２ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
は
、
採
用
す
る
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
数
に
か
か

わ
ら
ず
、
五
十
万
円
を
上
限
と
し
て
基
金
か
ら
支
出
し
、
返
還
を
要
し
な
い
。 

 

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
給
付
の
申
請
） 

第
十
三
条 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
採
用
の
日
か
ら
六

箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
申
請
書
そ
の
他
本
会
が
求
め
る
書
類
を
本
会
に
提
出
す
る
こ
と
に

よ
り
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
給
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

本
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
申
請
が
次
の
各
号
に
掲
げ

る
要
件
を
い
ず
れ
も
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
上
限
金
額
の
範
囲
内

で
相
当
と
認
め
る
額
の
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
を
給
付
す
る
。 

一 

前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
の
申
請
で
あ
る
こ
と
。 

二 

採
用
し
た
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
が
、
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動
を
積
極
的
に

行
う
旨
約
し
て
い
る
こ
と
。 

三 

申
請
の
趣
旨
が
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
の
目
的
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

３ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
給
付
を
受
け
る
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁

護
士
は
、
本
会
と
の
間
で
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
約
定
し
た
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

採
用
し
た
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
に
対
し
、
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
に
資
す
る
活
動
を
積
極

的
に
行
う
旨
義
務
付
け
る
こ
と
。 

二 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
採
用
後
、
五
年
以
上
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
の
法
律

事
務
所
に
所
属
さ
せ
、
弁
護
士
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。 

三 

次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
直
ち
に
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用



支
援
補
助
金
を
返
還
す
る
こ
と
。 

四 
そ
の
他
こ
の
規
則
の
規
定
に
従
う
こ
と
。 

 

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
返
還
） 

第
十
四
条 
本
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
で
あ
っ
た
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金

の
返
還
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護

士
は
、
直
ち
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
採
用
後
、
当
該
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
が
、
当
該
偏
在
対
応
女
性

弁
護
士
採
用
弁
護
士
の
法
律
事
務
所
に
所
属
し
な
く
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
給
付
の
日
か
ら

十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
通
算
し
て
五
年
以
上
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
が
当
該
法
律

事
務
所
に
所
属
し
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
が
確
実
と
な
っ
た
と
き
。
た
だ
し
、
当
該
偏
在
対
応

女
性
弁
護
士
が
女
性
弁
護
士
偏
在
解
消
対
策
地
区
に
お
い
て
独
立
開
業
し
た
と
き
、
又
は
当
該

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
都
合
に
よ
り
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
が
当
該
法
律
事
務
所
に
所
属

し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

二 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
が
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
給
付

の
趣
旨
に
著
し
く
反
す
る
行
為
を
し
た
と
き
。 

三 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
（
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
社
員
を
含
む
。
）
が
懲
戒
処
分
（
戒
告
を
除
く
。
）
を
受
け
た
と
き
。 

２ 

本
会
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
そ
の
他
相

当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
の
申
請
に
よ
り
、
経

理
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
返
還
を
猶
予
し
、
又
は

そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
経
理
委
員
会
が
理
事
会
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
申
請
は
、
前
項
の
や
む
を
得
な
い
事
情
そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る

資
料
を
添
付
し
て
、
本
会
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
給
付
に
伴
う
報
告
義
務
） 

第
十
五
条 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
給
付
を
受
け
た
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士

採
用
弁
護
士
は
、
給
付
を
受
け
た
日
か
ら
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採

用
弁
護
士
の
法
律
事
務
所
へ
の
所
属
期
間
が
通
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
毎
年
一

回
、
当
該
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
の
採
用
及
び
執
務
の
状
況
そ
の
他
本
会
が
求
め
る
事
項
を
本
会

に
対
し
、
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
会
が
特
に
報
告
を
求
め
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

 

第
四
章 

雑
則 



 

 

（
各
補
助
金
の
関
係
） 

第
十
六
条 
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
受
給
の
対

象
と
し
て
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
に
採
用
さ
れ
る
、
若
し
く
は
採
用
さ
れ
た
場
合
又

は
採
用
さ
れ
た
後
当
該
登
録
希
望
女
性
弁
護
士
等
を
対
象
と
し
て
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用

弁
護
士
が
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金
の
受
給
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
は
、
採
用
し
た
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
が
偏
在
対
応
女
性

弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
第
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
則
と
の
調
整
） 

第
十
七
条 

弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策
事
業
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
百
五
十
五
号
。
以
下
「
弁
護

士
過
疎
・
偏
在
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
偏
在
対
応
弁
護
士
独
立
開
業
支
援
補
助
金
は
、

偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
登
録
支
援
補
助
金
と
重
ね
て
貸
付
け
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

２ 

弁
護
士
過
疎
・
偏
在
規
則
の
規
定
に
よ
る
偏
在
対
応
常
駐
従
事
務
所
開
設
支
援
補
助
金
及
び
偏

在
対
応
特
別
独
立
開
業
等
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
は
、
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
支
援
補
助
金

の
給
付
と
重
ね
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

弁
護
士
過
疎
・
偏
在
規
則
の
規
定
に
よ
る
偏
在
対
応
特
別
独
立
開
業
等
支
援
補
助
金
の
貸
付
け

を
受
け
よ
う
と
す
る
弁
護
士
法
人
又
は
共
同
法
人
は
、
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
規
則
第
四
十
五
条
第

一
項
の
偏
在
対
応
特
別
常
駐
従
事
務
所
に
常
駐
す
る
予
定
の
弁
護
士
が
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士

登
録
支
援
補
助
金
の
貸
付
け
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
弁
護
士
過
疎
・
偏
在
規
則
第
四

十
六
条
第
二
項
が
準
用
す
る
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
会
長
へ
の
委
任
） 

第
十
八
条 

こ
の
規
則
を
実
施
す
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
細
則
で
定
め
る
。 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
貸
付
け
の
申
請
期
間
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
四

月
一
日
ま
で
に
弁
護
士
登
録
等
を
し
た
女
性
弁
護
士
に
あ
っ
て
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
後
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
と
す
る
。 

３ 

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
申
請
期
間
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
四

月
一
日
ま
で
に
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
を
採
用
し
た
偏
在
対
応
女
性
弁
護
士
採
用
弁
護
士
に
あ

っ
て
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
後
六
箇
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
と
す
る
。 

４ 

本
会
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
規
則
の
規
定
の
施
行



の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
、
所
要
の

見
直
し
を
行
う
。 


